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⼤垣市スイトピアセンターの貸施設利⽤にあたって 

 

１．使⽤の申し込み 

① 受付時間は 9 時から 17 時までです。 
② 使⽤許可申請書は使⽤する⽇の 3 カ⽉前から 7 ⽇前までに、⽂化会館 1 階事務室へ提出してください。

ただし、ホール・展⽰室について催し物案内を希望する場合（⽂化事業団イベントガイド・市⺠カレ
ンダーヘの掲載）、市教育委員会等の後援、共催を申請する場合は 3 か⽉前までに提出してください。 

③ 変更または取り消しの場合は、使⽤許可書を提⽰し、⼿続きを⾏ってください。 
 

施 設 予約可能期間 

⽂化ホール・⾳楽堂・スイトピアホール 
・展⽰室 

使⽤⽉の 1 年前〜 

その他の施設（会議室・学習室など） ※使⽤⽇の 3 か⽉前 
 

⽂化ホール・⾳楽堂・スイトピアホール・展⽰室は、使⽤⽉の 1 年前（12 か⽉前）に、抽選会を⾏いま
す。なお、抽選⽇時・会場などはスイトピアセンターのホームページおよび、「広報おおがき」毎⽉ 1 ⽇
号の市⺠カレンダーでお知らせします。 
※ ホールや展⽰室の利⽤に際し、会議室など 3 か⽉前から予約可能となる施設を併⽤する場合、 

ホール等に準じて 1 年前から予約が可能です。 
 

２．使⽤時間及び連続利⽤について 

① 使⽤時間は 9 時〜21 時までです。（展⽰室は 9 時〜17 時まで） 
② 使⽤時間には、準備・撤去の時間を含みますので、使⽤時間に応じた申請をしてください。 
③ 使⽤時間を延⻑する場合は、ほかの使⽤者に⽀障のない場合、前後各 1 時間に限り延⻑することがで

きます。ただし、別途超過料⾦が発⽣します。 
④ 連続使⽤は次の期間を超えることはできません。 

なお市教育委員会が特に必要があると認めた場合は、この限りではありません。 
 

施 設 使⽤時間 

展⽰室 14 ⽇間 
その他の施設（ホール・会議室など） 3 ⽇間 
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３．休館⽇について 

① 毎週⽕曜⽇。（その⽇が祝⽇にあたるときは、その翌⽇） 
② 国⺠の祝⽇の翌⽇（その⽇が⽇曜⽇または⽕曜⽇にあたるときはその翌⽇とし、その⽇が⽉曜⽇また

は⼟曜⽇にあたるときは、その翌々⽇ 
③ 1 ⽉ 1 ⽇から 1 ⽉ 3 ⽇まで及び 12 ⽉ 29 ⽇から 12 ⽉ 31 ⽇まで。 
④ 休館⽇は、変更または臨時に設けることがあります。 

 
 

４．使⽤料 

① 使⽤料は別表のとおりです。 
② 市教育委員会等の後援・共催を受ける場合は、承認されてから使⽤料を納付してください。 
③ 付属設備や冷暖房の使⽤料は、使⽤後に精算してください。 
④ 使⽤者の持ち込み機器等については、電気の容量や他の設備に影響が無いか等を確認しますので必ず

事前に申し出てください。また、これらの機器を使⽤した場合は、別途持ち込み機器使⽤料⾦の精算
をお願いします。 

 

５．使⽤許可の変更及び取消 

使⽤の申し込みは、やむを得ない場合に限り変更・取消しをすることができます。 
変更または取消の場合は速やかにご連絡のうえ、「使⽤許可変更申請書」「利⽤許可取消届」をご記⼊いただ
き、許可書を添えて窓⼝または FAX、メールにてご提出ください。 

使⽤の取消しの場合 
【前納の場合】納付された使⽤料の⼀定割合を返還しますので、⼿続きを⾏ってください。 

 【後納の場合】使⽤許可書発⾏後は、次の通りキャンセル料が発⽣します。 
 

条件 前納の場合 後納の場合 
使⽤⽇の 1 週間前までに取り消した場合 70％を返還 30％を請求 
使⽤⽇の 1 週間以内に取り消した場合 返還できません 100％を請求 

使⽤者の責めに帰すことができない場合 100％を返還 請求は発⽣しません 
 
  

5



 

 

６．使⽤の不許可について 

次のいずれかの項⽬に該当する場合は、⼤垣市スイトピアセンター条例に基づき使⽤することができません。 

① 集団的⼜は常習的に暴⼒的不法⾏為を⾏うおそれがある組織の利益になると認められるとき 
② 管理上⽀障があると認められるとき 
③ その他使⽤させることが適当でないと認められるとき 

 
 

７．使⽤許可の取消 

次のいずれかの項⽬に該当する場合は、⼤垣市スイトピアセンター条例に基づき、使⽤の許可を取消し、ま
たは使⽤の停⽌を命ずる場合があります。 

① この条例⼜はこの条例に基づく規則に違反したとき 
② 管理上施設管理者が必要と認めて⾏う指⽰に従わないとき 
③ 詐偽その他不正な⾏為により使⽤の許可を受けたことが明らかになったとき 
④ 上記に掲げる場合のほか、施設管理者が特に認めるとき 

 
 

８．使⽤権の譲渡等の禁⽌ 

① 許可を受けた⽬的以外の⽬的に使⽤することはできません。 
② 施設使⽤の権利を他⼈に譲渡し、または転貸することはできません。 

 
 

９．遵守事項 

次の掲げる事項をお守りください。お守りいただけない場合、または施設管理者の指⽰に従っていただけ
ない場合は、利⽤を中⽌していただくことがあります。 

① 所定の収容⼈員を超えて⼊場させないこと 
② 建物や設備等を汚したり、損傷させたりするおそれがある⾏為をしないこと 
③ 許可を受けないで、広告等を掲⽰したり、配布したりする⾏為をしないこと 
④ 許可を受けないで、物品等を販売し、⾦品の寄附や募集等の⾏為をしないこと 
⑤ 許可を受けないで、他の部屋や設備等を使⽤しないこと 
⑥ 指定場所以外において、飲⾷や喫煙などをしないこと 
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⑦ 騒⾳を発するなど、他⼈の迷惑となる⾏為をしないこと 
⑧ その他、管理上必要な指⽰に反する⾏為をしないこと 

 
 

1０．特殊機器設置施設の使⽤について 

（１）適⽤施設 
創作実習室 1（陶芸窯）・2 

（２）使⽤の許可 
① 使⽤の許可は、⼤垣市スイトピアセンター条例に準じます。 
② 使⽤には市教育委員会が交付する「利⽤認定証」が必要です。 

ただし、特殊機器等を使⽤しない場合、条件付きで使⽤することができます。 
③ 陶芸窯は創作実習室 1 の付属設備のため、陶芸窯のみの使⽤はできません。 
④ 陶芸窯を使⽤する場合は、事前にスケジュール表を提出してください。 

 
 

１１. 使⽤⽇までに 

（１）⾏事内容の事前打ち合わせについて 
⽂化ホール・⾳楽堂または⼤規模な⾏事で施設を使⽤する⽅は、⾏事の準備と進⾏を円滑に⾏うた
め、概ね使⽤⽇の 1 か⽉前まで（⾏事の進⾏表や舞台のレイアウト図等が決まり次第）に、会館担当
者と打ち合わせを⾏ってください。 

（打合せの主な内容） 
 ・搬⼊出・リハーサル・本番等のタイムスケジュール 
 ・舞台.照明.⾳響等の進⾏内容、利⽤機材、ピアノ調律等について 
 ・ロビー・楽屋の利⽤⽅法、受付案内等について 
 ・⼤型トラック、⼤型バスなどの⾞両情報について 
 ・緊急事態に備えた対応、⼈員について 
※ ⼊場無料のホール⾏事については、職員 3名で対応可能な場合、会館にて舞台操作を⾏うことが

できます。 
※ 有料⾏事の場合、⼀部操作に業者が⼊る場合、会館が操作内容の対応ができないと判断した場合

は、主催者が全ての業者⼿配を⾏ってください。 
※ ご不明な点については、ご相談ください。 

（２）関係官庁への届出について 
⾏事内容により必要となる法的⼿続きは、主催者が⾏ってください。 
（不許可となった場合、会館は責任を負いません。） 
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（３）広報物等について 
催物案内（チラシ等）の掲⽰、ホームぺージ等に情報発信する際は、施設使⽤許可後にお願いします。 
また、ポスター・チラシ類を作成の際は、必ず主催者名と連絡先電話番号を明記してください。 
なお、⼤垣市スイトピアセンター（（公財）⼤垣市⽂化事業団）を問い合わせ先としないでください。 
周辺地図を掲載したい場合は、こちらのデータをご利⽤ください。 
（⼤垣市スイトピアセンターアクセスマップ）https://www2.og-bunka.or.jp/access/index.html 

（４）看板等の掲⽰について 
スイトピアセンターに看板やポスター等の掲⽰を希望する場合は、⽂化会館 1 階事務室で届出⼿続きを
⾏ってください。屋外の⽴看板等についても同様に届出⼿続きを⾏ってください。  
（掲⽰スペースに限りがあります。） 

（５）駐⾞場の利⽤について 
駐⾞場の利⽤時間は 8時 30分から当⽇⾏事終了時までです。 
料⾦は 2 時間まで無料。２時間を超えて、当⽇開館時間内の場合、普通⾞ 200 円、⼤型⾞ 500 円（駐
⾞スペースは 3台、要予約） 
搬⼊⼝を利⽤する場合は、同事務室で「乗り⼊れ許可」の⼿続きをしてください。 
（搬⼊後は速やかに指定の駐⾞場へ移動してください。） 

（６）関係官庁への届出について 
⾏事内容により必要となる法的⼿続きは、主催者が⾏ってください。 
（不許可となった場合、会館は責任を負いません。） 

（７）物品販売について 
① ホール 

物品販売をご希望の場合は、打ち合わせ時に、舞台担当者にご相談いただき、「物品販売等申請書」を
提出してください。ただし、販売場所や内容によってはお断りさせていただく場合があります。 
販売物品については、プログラム、パンフレット、CD等、催し物に関連するものに限らせていただ
きます。 

 ② 展⽰室 
展⽰物の販売・契約⾏為（価格表⽰含む）はできません。 
ただし、催し物の理解を得るために必要な図録等を販売する場合は、「物品販売等申請書」を提出して
ください。 
なお、承認を受けた後に販売することができます。（作品販売はできません） 
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１２．使⽤上の注意 

① ⽂化会館 1 階事務室で使⽤許可書を提⽰し鍵等を受け取ってください。 
なお、部屋の使⽤に⽀障がない場合、使⽤許可時間の 15 分前から鍵を貸し出すサービスを⾏っていま
す。⾏事終了しだい施錠し、鍵を 1 階事務室へ返却してください。 

② 冷暖房、マイク等の付属設備が必要な場合は申し出てください。 
③ ⾏事開催に必要な関係官庁の許可証等を提⽰してください。 
④ 使⽤許可条件を守ってください。 
⑤ 許可なく物品等の販売や募集または広告等を⾏わないでください。 
⑥ 館内は禁煙です。所定の場所以外での喫煙や飲⾷はお断りします。 
⑦ 使⽤終了後は、ただちに現状に回復し、職員の点検を受けてください。 
⑧ 発⽣した不⽤品、ゴミ等は主催者の貴任において回収・処分してください。 
⑨ その他職員が⾏う管理上必要な指⽰に従ってください。 

 
 

１３．使⽤者の責任について 

① 使⽤する施設、来場者の秩序維持のため、安全対策に関する責任者を選任してください。 
責任者は、⾮常時に備え⾮常⼝・避難経路を事前に確認してください。 

② ⽕災、地震等の発⽣時には、会議等を中断し、安全確保、避難誘導を優先してください。 
③ ⼤規模な⾏事を開催する場合は、主催者の責任において駐⾞場等の整理員を配置し、乗り合わせや公共
交通機関の利⽤を呼びかけてください。 

④ 使⽤者による建物及び付属設備等への損害は、賠償していただきます。 
⑤ 盗難等について会館は責任を負いません。 
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１４．展⽰室利⽤者へのご案内 

（１）展⽰室の利⽤について 
①  利⽤時間には、搬⼊・展⽰・搬出の時間を含みますので厳守してください。 

また、作品等のお預かりはしないため、利⽤許可時間外の搬⼊・搬出はご遠慮ください 
② 展⽰室の可動パネルを移動する際は、パネル移動⽤の⼿袋をご利⽤ください。 

（⼿袋は必ず、作業⽤とパネル移動⽤に区別してください） 
③ 作品の展⽰は吊り下げワイヤーを使⽤し、ラベルなどはピンを使⽤してください。 

釘・ワッポンやテープ類・糊の使⽤は禁⽌します。（ピンは利⽤者でご⽤意ください） 
④ 梱包資材などの保管は、開梱室をご利⽤ください。 
⑤ 展⽰作品及び梱包資材等の管理は、すべて主催者で⾏ってください。なお、不測の事故などによる紛

失・破損に関しては責任を負いかねますのでご了承ください。 
 
（２）貸出⽤品について 

次の物について貸出⽤品を⽤意しています。（⼀部有料） 
① スポットライト 
② 吊り下げワイヤー 
③ 受付⽤机．椅⼦、展⽰パネル 
④ ⽩布、ポット 

 
・ご利⽤される数量は必要最⼩限としてください。また、数に限りがあり、お貸しできないことがありま 

す。 
・使⽤後は、職員の点検を受けてください。 
・破損・汚損した場合は弁済していただきます。 
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こどもサイエンスプラザ・⽔のパビリオン・コスモドームの利⽤にあたって 

 

 اٚوت٤ؙؕئ׵ל׆
 
開館時間   9 時から 17 時（⼊館は 16時 30分まで） 
⼊ 場 料   無 料 

※天体観測室   ○昼間の天体観測 太陽ウォッチング 
⽇曜⽇、祝⽇ 13 時〜（曇⾬天時は中⽌） 
○宇宙リズム「星宙教室」（要事前申込） 

毎⽉第 4 ⼟曜⽇ 18時 30分〜20時 30分（季節によって時間変動あり） 
 

姡٤؛ٛلقס 
 
開館時間   9 時から 17 時（⼊館は 16時 30分まで） 
⼊ 場 料   無 料 
 

 ّ٭غٓتؤ
 
上映時刻    
 
 

・団体予約承ります。上映時間と番組は要相談。 
・イベント・機器の点検等で上映を中⽌する場合があります。 

 
⼊ 場 料    
 

次の⽅は無料です。 
・18 歳未満（18 歳に達する⽇以後の最初の 3 ⽉ 31 ⽇までの間を含みます） 
・市内在住の 65 歳以上 
・⾝体障がい者⼿帳、療育⼿帳及び精神障がい者保健福祉⼿帳の所持者 
並びに当該所持者の介護者（ミライロ ID可） 

・指定難病医療受給者証及び登録者証保持者並びに当該所持者の介護者 
※いずれも証明できるものを受付でご提⽰ください。 

 
定 員   143名 

⼟・⽇・祝⽇・ 
春・夏・冬休み 

11:00 14:00 15:00 

平 ⽇ ⼀般上映はありません 

区 分 ⼀ 般 団 体（30 名以上） 
料 ⾦ 300 円 200 円 
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